
総合計画の位置づけと考え方 

位置づけ 

総合計画は、 
市の最上位計画 

総合計画 

市が策定する各種個別計画 

法的背景 

地方自治法の規定により、 
市町村基本構想の策定が義務化 (昭和44年) 

地方自治法の改正により、 
市町村基本構想の策定義務が撤廃 (平成23年) 

市では、総合計画の位置づけを新たに制定 
する美濃市総合計画条例で規定 (平成31年) 

0 

総合計画 

計画策定の基本的な考え方 

市民との 
協働 

明瞭性、実
現性の確保 

適正な 
進行管理 

SDGsの達成
に向けた観点 

市政運営の根幹となる計画 
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※現行の総合戦略を1年延長し、総合計画と一体的な計画とする。 

第5次総合計画 2011～2020年度 

総合戦略 まち・ひと・ 

しごと創生 
2015～2019年度 

総合戦略との関係性 
2020年 



基本構想 

基本計画 

実施計画 

2021  2022   2023  2024  2025   2026   2027  2028  2029  2030 

実施計画・3年 

基本計画・5年 
(前期) 

基本計画・5年 
(後期) 

基本構想・10年 

実施計画・3年 

実施計画・3年 

実施計画は、毎年度 
ローリング方式で見直し 

期間 構成 

まちづくりの基本理念と将来都市像とその実現に向けた基本目標、方向性を示すもの 

実施計画 

基本計画 

基本構想 

基本計画で示される方針を実施していくための具体的な主要事業を示すもの 

基本構想を実現するための基本的な施策及びその体系と方針を示すもの 

総合計画の構成と期間 
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年 


